
第４節 女性団体等関係機関との連携
地域課題が多様化する中、行政だけでは十分に対応しかねる課題解決の

ため、さまざまな分野で活躍している女性団体などの関係機関と連携した
取組を推進します。

第３節

計画の推進

第１節

第２節

第３次白鷹町

男女共同参画計画
計画期間：令和８年度から令和17年度まで 概要版

◇計画の趣旨
本町においては、平成13年度に第１次白鷹町男女共同参画計画、平成27

年度には第２次白鷹町男女共同参画計画を策定し、男女共同参画社会の実
現に向けた施策に取り組んできました。令和６年度に実施したまちづくり
アンケート結果や人口動態を踏まえると、生産年齢人口の確保が急務であ
り、女性・子育て世代・若者の活躍の推進や定住に向けた取組の強化が必
要です。持続可能な人口対策をより総合的かつ効果的に推進するために、
第６次白鷹町総合計画における男女共同参画分野を補完する計画です。

◇計画の位置づけ
本計画は、男女共同参画社会基本法に定める市町村男女共同参画計画、

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に定める市町村推進計画、
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に定める市町村
基本計画、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に定める市町村
基本計画を包含しています。また、第３期白鷹町子ども・子育て支援事業
計画、第２期白鷹町特定事業主行動計画、白鷹町地域防災計画を反映して
います。

◇本計画のスローガン
「ひとりひとりが生き生きと活躍し輝く、未来につながるまち」

町民、事業者及び行政が連携・協力しながら男女共同参画社会の実現に
向けて取り組んでいくものとします。

全庁あげた計画の推進
男女共同参画にかかる施策は多岐に渡るため、庁内において関係部署と

の連携を図るとともに、男女共同参画社会を目指すという共通認識を持ち、
施策を先導的に進めていく担当課のみではなく、全庁が一体となって計画
の推進に努めます。

町民・企業との連携
男女共同参画社会の推進のためには、町民の立場に立って問題点を見つ

け、町民や企業と協力して解決していかなければなりません。
町では、町報等を通じて、積極的な情報発信を行うとともに、男女共同

参画に係る研修や講演会の開催により、町全体で意識の高揚に努めます。
国・県との連携

施策の円滑な推進のためには、町の取組だけでは不十分であり、国や県
の多岐にわたる分野での施策展開が必要となります。それら関係機関と密
に連携を図るとともに、積極的な協力要請、要望に努めます。

内容をもっと詳しくお知りになりたい方へ

「第３次白鷹町男女共同参画計画」の全文は、下記URLもしく
は、右記QRコードから、町のホームページをご覧ください。
URL：「https://www.town.shirataka.lg.jp/1386.htm」

男女共同参画社会の実現のためには、町民ひとりひとりが男女共同参画
社会についての理解を深め、家庭・職場・学校・地域で意識的に行動して
いくことが重要です。
また、町民の行動を促進するために、町のみならず、国や県、企業や関

係団体が主体的に関わり、相互に連携し、施策に取り組んでいきます。

令和７年度男女共同参画週間バナー「内閣府男女共同参画ホームページより引用」
発行 / 山形県白鷹町

〒992-0892 山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥甲833番地

TEL：0238-85-2111
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第１節

町民意識調査（抜粋）

第２次白鷹町男女共同参画計画の振り返りについて 基本方針と施策の展開

政策・方針決定過程への女性の参画拡大に関する事項【重点】

第２節 教育に関する事項【重点】

第３節 雇用分野・仕事と生活の調和に関する事項【重点】

第４節 町民に対するあらゆる暴力の根絶に関する事項

第５節 貧困等生活上の困難に対する支援と多様性の尊重に関する事項

第６節 地域に関する事項【重点】

第７節 防災に関する事項【重点】

◇考察
平成27年度に比べ、「賛成である」・「どちらかといえば賛

成である」と回答した割合が減少し、町民の固定的な性別役割
分担意識は薄まりつつあると考えられます。
引き続き、子どもから高齢者まで様々な世代が、個人のライ

フスタイルや適性に合った生き方について見つめ直す機会を創
出する取組を進めていく必要があります。

◇考察
平成27年度に比べ、「家庭生活」・「職場」において、「平

等である」と回答した割合は上昇している一方、「政治の場」
・「法律や制度上」・「社会通念・慣習・しきたり等」におい
ては、「平等である」と回答した割合は減少しており、多くの
方が男性優遇と感じています。

◇考察
平成27年度に比べると、「家事」・「育児」において「主に

女性」・「主に女性、時々男性が手伝う」が減少し、「男女と
もに同じ程度」と回答した割合が上昇しています。
一方、依然として女性に家事・育児が偏っている現状であり、

男性の家事・育児への参画を進め、誰もが仕事と家庭生活を両
立できる環境整備が必要です。

◇考察
平成27年度に比べ、「そう思う」と回答した割合は14.4ポイ

ント減少し、「そう思わない」と回答した割合は7.9ポイント上
昇しています。
このことから、町民ひとりひとりが希望する生活と現実の生

活が乖離していると考えられ、誰もが性別にかかわらず自らの
個性と能力を十分に発揮し、生きがいを感じられる社会の実現
に向けた取組が必要です。

【参考】
調査対象：18歳未満の子どもがいる親816名及び40代以下184名
調査期間：令和７年９月８日〜９月30日
回 収 数：364枚（36.4％）
※前回調査対象：20歳以上の町民260人、回収数215（82.7％）
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